　　　　　　　２０１８年度第８回史資料プロジェクト研究会の報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１９年１月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人福岡県人権研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　史資料プロジェクト代表　藤川信樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落史研究部会部会長　井上法久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部落解放同盟古賀・新宮地区協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　青木嘉代子

1． 日時　２０１９年１月１２日（土）１４時～１６時

2． 場所　古賀市ししぶ交流センター

3． 講師　九州共立大学スポーツ学部教授　山田　明さん
　　　　　筑紫女学園大学非常勤講師　　　峰　司郎さん

4． 研究内容

　　　「大学における人権教育をどうすすめるか」

· 大学における人権教育の講義内容

· 大学生による人権意識調査に基づく学習指導案作成の取り組み

このことについて、峰さんから、９０分で１５回の講義内容について、詳しく説明がありました。また山田さんからは、「人権意識調査分析報告書」と「人権意識調査に基づく学習指導案及び関係資料」の冊子をもとに、岡垣町と九州共立大学の地域連携事業の取り組みを発表していただきました。
　提示された資料の一部は後掲しています。
　　　　　　　　　　　　　　　部落史研究部会から
　　　今回は、大学で学生の指導をされているお二人から、その内容についてお話をしていただきました。大学で今どのような人権教育がなされているかあまりよく知られていないと思いますが、今回それぞれ特色のあるお二人のお話を聞いて、たいへん勉強になりました。なお大学における人権教育の現状・実態・課題などの詳細につきましては、「部落解放」（２０１９年１月、７６９号）に、「高等教育機関における同和・人権教育の過去・現在とその課題」と題して、板山勝樹（公立大学法人名桜大学）さんが報告されていますのでご一読ください。その一部を紹介します。

　　　　　「大学における同和教育関連科目の開設率は、１９９７年には約４０％に上昇し、２００４年の人権教育関連科目の開設率は７０％にいたりました。」（文部省・文部科学省調査より）ということです。
　

１．九州共立大学が、地域連携事業として小・中学生対象の人権意識調査を行いその意識調査に基づいて学習指導案をつくり、２０１９年度はモデル授業を行うという取り組みについて
　　　①　ご存知のように、部落差別解消推進法（以下「推進法」という）の具体化の一つとして、地方自治体が条例を制定するという取り組みがあります。さらに「推進法」の大きな柱の一つが、実態調査によって、正しく部落差別の現実を把握し、課題を明確にして差別解消の政策を実現していくということです。
　　　　　一地方大学が、地元の自治体と連携できたということは、よほどの信頼関係がないとできることではないと思います。このような取り組みが、県内に広がっていけばすばらしいことだと思います。
　　　②　これまで小・中・高校生の学力実態調査は一時期盛んに行われましたが、　　　　人権意識調査は、あまりなされていません。人権教育の反省と次の課題を明らかにするために、児童や生徒の学力や意識の調査を絶えず行うということは学校の日常業務だと思います。
　　　③　この事業は、福岡県の人権教育副続本「かがやき」を活用しています。
　　　　　指導目標に「生命尊重」「自己認識」「協調・協働」「労働観」「科学的認識」「国際認識」を設定しています。ご存知のように、この目標は、部落差別の現実から考えられたものです。そのことは「かがやき」の具体的な教材を読めば分かります。

　　　　　部落差別をはじめとしてあらゆる差別をなくすために、児童・生徒たちがどのような人権感覚を身につければよいかということを考えて設定されたものです。
　　　　　したがって、取り組みの方向性がしっかりしていると思います。

　　　④　「人権意識は、行動を規定する一つの要因と仮定しています。人権に関する認識と、実際の行動の間には、行動に直接影響を及ぼす行動意図が存在し、その認識と行動意図を人権意識と捉えています。」（「人権意識調査分析報告書」から）

　　　　これまで人権教育では、「タテマエとホンネ」の問題や、「認識（知識）」と「実践」がつながらないことの問題などに取り組んできました。「推進法」によって、福岡県をはじめとして県内各自治体で、これから様々な実態調査が行われると思いますが、その実態調査がどのように生かされるのか、この連携事業は多くの教訓を与えてくれると思います。
　　⑤「岡垣町人権教育・啓発基本方針（平成２５年３月）」は、部落問題をはじめとして、様々な人権問題に取り組むことが述べられています。
　　　　この中で、「（５）同和問題」のところを読んでみますと、これまでの取り組みで、かなり厳しい状況があったことが推測されます。しかし、「推進法」も制定され、岡垣町の方針も「同和問題になお一層の理解を深められるように、人権教育・啓発に努め、人権を尊重するまちづくりに向けて取り組んでいきます」とありますので、これからの取り組みが期待されます。
　　⑥「日本で一番長時間労働を強いられているのは、中学校の部活動を担当している教師」という報道がありました。今年は、スポーツと人権の問題が話題になりました。

　　　　連携事業に参加された学生さんたちは、これから学校の体育教師をはじめとしてスポーツにかかわりのある仕事をされると思います。人権感覚のすぐれたスポーツマンとして、スポーツにおける様々な人権問題に取り組んでいかれることを期待いたします。
　　２．筑紫女学園大学非常勤講師　峰　司郎さんの話について
　　　大学における同和教育は、元福岡県同教会長の林　　力さんをはじめとする先達の努力によって、県内のいくつかの大学に講座を開設することができました。
　　　　とくに将来、保育園や幼稚園、小・中・高の各学校の教師になる教育系の大学は、福岡教育大学をはじめとして、大変重要な任務を担っていると思います。

　　　　今回の研究会の中でも、参会者から大学における同和教育について質問があり、たいへん厳しい状況にあることが分かりました。講師の峰さんも、福岡県人権研究所の事務局員として多忙ななかを、筑紫女学園大学で９０分、１５回の講義をされているということです。峰さんのすぐれているところは、教育現場で永く実践を積んでこられたことです。そして今も毎週被差別部落の識字学級に参加されているということです。
　　　　リベラシオン№１７２（２０１８年冬）に、座談会「上杉佐一郎を語る」という記事があります。この座談会に参加された林力さんの話が載っていました。「最近、筑紫野市の京町に行って、いやあ、こんな所がまだあるのだと思いました。学校の先生方がいっぱい来ておられるんですね。二日市中学校や二日市北小学校の先生が。先生たちの話を聞いていると、この京町に来ることを特別のことと思っておられない。推進教員とかその経験者とか管理職とかそういうことにとらわれずに、みんなが自然にあそこに日常的に来ています。すごいなと思った。こんな所もまだあるんだと。」この先生たちの中に峰さんもいます。
　　　　半世紀以上同和教育にかかわってこられた林さんの「こんな所がまだあるんだ」という話は、うれしいのですが、少し複雑な気持ちになります。
　　　　京町では、毎年秋に子ども祭りを開催します。今年度は３５回目になります。

　　　　保育所の子どもたちから小・中学生までが主体でそれをすべての地域の方々が支援します。市長をはじめとして行政の方々もこられます。なによりも、校区の二日市北小学校教師、児童、二日市中学校の教師、生徒会を中心に生徒たちが京町の子どもたちを支えます。
　　　　部落史研究部会の研究課題の中に「同和教育の空洞化」の克服があります。
　　　　いま、一番厳しい状況の中に立たされているのは、被差別の子どもたちです。

　　　　部会は、「まず子どもたちを見守ることから始めよう」と提起しました。「子どもたちを見守る」ということがどういうことなのか京町にいくとよくわかります。

　　　　保育所、小学校、中学校、児童センターなどの子どもたちにかかわる職員が週一回集まり、一人ひとりの一週間の様子を出し合い、それぞれの取り組み課題を確認します。こうした体制も、残念ながらじつは中学校の生徒の差別事件から始まりました。
　　　　峰さんの講義内容は、資料としてそのまま掲載します。これだけの内容を大学で勉強して教育現場に来ていただければ、たいへんありがたいことです。
